
 資料１  

令和８年度農林水産関係予算の重点事項【抜粋】 

Ⅳ 環境と調和のとれた食料システムの確立 

【８年度当初】 【７年度補正】

① 環境保全型農業直接支払交付金

・化学農薬・化学肥料を原則５割以上低減する取組
と合わせて⾏う地球温暖化防⽌や⽣物多様性保全
等に効果の⾼い営農活動を⽀援

２８億円 

（２８億円）

② みどりの食料システム戦略推進総合対策

・環境と調和のとれた⾷料システムの確⽴に向けた
モデル的取組の横展開や有機農業の取組拡⼤、環
境負荷低減技術や気候変動に適応する技術の検
証、地域資源の循環利⽤促進を⽀援するとともに、
新たな環境直接⽀払交付⾦の創設に向けた検討等
を実施

６億円 

（６億円） 
４０億円

③ 気候変動への適応の取組の推進

・世界的な気候変動の中でも、持続的かつ安定的に
⾷料⽣産等を継続できるよう、⾼温耐性品種や
⾼温等に対応する栽培管理技術の開発・導⼊、フ
ードテックへの投資促進などの適応策への⽀援
や、温暖化や極端な気象現象による災害等への
対応を進めるとともに、産地が適応策の検討を
円滑に⾏えるように情報提供を推進

（フードテックへの投資促進） 

１２２億円の内数
（１３２億円の内数）

（米穀等安定生産・需要開拓総合対策事業） 

１５億円の内数 
（−）

（果樹農業生産力増強総合対策） 

５６億円の内数 

（５３億円の内数）
（水利施設管理強化事業） 

４０億円の内数 

（３４億円の内数）
（みどりの食料システム戦略推進総合対策） 

６億円の内数 

（６億円の内数）
等 

（生産性の抜本的な向上を加速化

する革新的新品種開発） 

３０億円の内数 

（フードテックへの投資促進） 

１６８億円の内数

（気候変動対応等高需要種子増産・

確保緊急対策事業） 

２億円の内数 

（農業水利施設、農業用ため池等の  

防災・減災、国土強靱化対策） 

１，３７８億円の内数 

等 
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【８年度当初】 【７年度補正】

④ 強い農業づくり総合支援交付金、農地利用効率

化等支援事業

・みどりの⾷料システム戦略に掲げる取組に必要な
施設の整備、農業⽤機械の導⼊等を⽀援

１３１億円の内数 

（１３９億円の内数）

⑤ 畜産・酪農における環境負荷低減等の取組の推進

・酪農・⾁⽤⽜経営者等が連携した有機飼料の⽣産
拡⼤、家畜排せつ物処理施設の機能の強化、畜産
分野における温室効果ガス（ＧＨＧ）対策の普及
啓発等を⽀援

（飼料生産基盤立脚型酪農・肉用牛産地支援）

５２億円の内数 

（５６億円の内数）
 

（農山漁村地域整備交付金） 

７６２億円の内数 

（７６２億円の内数）

（持続可能性配慮型畜産推進事業） 

１億円の内数 

（−）

⑥ 食品産業における持続可能性に配慮した取組の

促進

・⾷品産業をめぐるサステナビリティ課題等の解決
に向けた官⺠連携、⾷品ロス削減やプラスチック
資源循環の取組等を⽀援

１億円の内数 

（１億円の内数）
３億円の内数

⑦ 森林・林業・木材産業によるグリーン成長の実現

・2050 年ネット・ゼロ等に貢献する「森の国・⽊の
街」を実現するとともに、花粉発⽣量の削減にも
資するよう、ＤＸの導⼊等を図り、川上から川下
までの森林・林業・⽊材産業政策を総合的に推進

１５４億円の内数 

（１４４億円の内数） 

４５０億円の内数

⑧ 水産業における持続可能性の確保

・ＣＯ２排出量削減に対応しつつ、新たな操業・⽣
産体制への転換等の実証の取組を推進するほか、
養殖業成⻑産業化に向け、⿂粉の使⽤割合を削減
した飼料や優良系統の種苗開発を⽀援

５億円の内数 

（１５億円の内数） 

２８３億円の内数
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令和８年度税制改正予定事項について【抜粋】 

第３ 環境と調和のとれた食料システムの確立 

１ みどりの食料システム法に基づく実施計画の認定を受けた場合の環境負荷低減事業活動

用資産等の特別償却（機械・装置等 32％、建物等 16％）の適用期限を２年延長する。 

（所得税・法人税） 

２ バイオ燃料製造事業者が取得したバイオ燃料製造設備に係る課税標準の特例措置（３年間、

1/2 控除等）について、次の見直しを行った上、その適用期限を２年延長する。 

（固定資産税） 

① 脂肪酸メチルエステル製造設備に係る課税標準を価格の 3/4（現行：2/3）とする。

② 木質固形燃料製造設備の適用対象を中小事業者等が取得するものに限定した上、課税標

準を価格の 5/6（現行：3/4）とする。 

３ 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する一定の再生可能エ

ネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置（３年間、本来の課税標準額に特例割合を乗じ

た額を課税標準とする）について、バイオマス発電設備のうち出力が１万 kw 以上の発電設

備を適用対象から除外する等の見直しを行った上、その適用期限を３年延長する。 

（固定資産税） 

※ 特例割合（バイオマス発電設備）:1/2 を参酌して 1/3 以上 2/3 以下の範囲で条例で定め

る割合（わがまち特例) 

【経産省等２省共管】 
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